
第
二
十
八
条
中
「
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
」
を
「

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

五
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

別
表
第
一
を
削
る
。

別
表
第
二
中
峡
中
地
方
事
務
局
書
記
長
印
の
項
、
峡
東
地
方
事
務
局
書
記
長
印
の
項
、
峡
南
地
方

事
務
局
書
記
長
印
の
項
、
峡
北
地
方
事
務
局
書
記
長
印
の
項
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地
方
事
務
局
書

記
長
印
の
項
を
削
り
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
程
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
　
員
　
長

丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）」
を
「（
第
十
一
条
│
第
十
二
条
の
二
）」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項

第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章
の
取
付
け
の
た
め
使
用
中
の
車
両

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」

に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
及
び
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
…
…
…
…
一

規
程

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
管
理
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
及
び
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
及
び
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
　
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
四
号

金　曜　日



路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

一
　
高
速
自
動
車
国

山
梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
後
林
八
、
七
一
〇
番
か
ら
山
梨
県
南
都

道
中
央
自
動
車
道

留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾
六
、
六
六
三
番
二
一
ま
で

（
富
士
吉
田
線
）

二
　
高
速
自
動
車
国

山
梨
県
大
月
市
賑
岡
町
大
字
強
瀬
字
朝
倉
八
〇
六
番
か
ら
山
梨
県
北
杜
市

道
中
央
自
動
車
道

小
淵
沢
町
大
字
上
笹
尾
字
長
谷
沢
四
、
〇
三
三
番
ま
で

（
西
宮
線
）

三
　
高
速
自
動
車
国

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
在
家
塚
字
仲
畑
一
、
四
五
三
番
か
ら
山
梨
県

道
中
部
横
断
自
動

甲
斐
市
大
字
竜
地
字
着
物
沢
四
、
八
二
三
番
ま
で

車
道

四
　
一
般
国
道
一
三

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
剣
丸
尾
五
、
五
九
七
番
八
三
か
ら
山
梨
県

八
号
（
東
富
士
五

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
駕
籠
坂
上
五
、
六
一
一
番
一
ま
で

湖
道
路
）

五
　
一
般
国
道
二
〇

山
梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
井
戸
尻
八
、
六
〇
八
番
二
か
ら
山
梨
県

号

大
月
市
大
月
町
花
咲
字
大
曽
根
九
三
五
番
二
ま
で

六
　
一
般
国
道
二
〇

山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
大
字
上
岩
崎
字
上
所
面
一
、
五
四
五
番
一
地
先
か

号

ら
山
梨
県
北
杜
市
白
州
町
大
字
上
教
来
石
字
外
平
一
、
四
二
三
番
一
地
先

ま
で

七
　
一
般
国
道
五
二

山
梨
県
南
巨
摩
郡
南
部
町
大
字
万
沢
字
境
川
六
、
九
一
一
番
一
か
ら
山
梨

号

県
韮
崎
市
本
町
三
丁
目
四
、
二
一
五
番
一
五
地
先
ま
で

八
　
一
般
国
道
一
三

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
富
士
ヶ
嶺
一
、
四
二
五
番
か
ら
山

九
号

梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
上
町
六
六
九
番
一
ま
で

九
　
一
般
国
道
一
三

山
梨
県
富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
字
上
宿
七
三
番
地
先
か
ら
山
梨
県
富
士

七
号

吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
三
九
七
番
の
一
地
先
ま
で

十
　
一
般
国
道
一
三

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
大
字
上
黒
駒
字
毛
頭
七
七
〇
番
の
七
地
先
か
ら
山

七
号

梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
大
字
坪
井
字
大
原
一
、
九
八
〇
番
の
四
地
先
ま
で

十
一
　
一
般
国
道
一

山
梨
県
甲
府
市
上
阿
原
町
字
整
理
地
三
六
八
番
の
四
地
先
か
ら
山
梨
県
南

四
〇
号

巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
青
柳
字
田
島
屋
敷
一
、
三
三
二
番
の
一
地
先
ま
で

十
二
　
一
般
国
道
一

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井
町
大
字
南
下
条
字
西
岩
下
一
、
六
〇
三
番
の
一
地
先

四
一
号

か
ら
山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
大
字
蓑
輪
新
町
字
西
ノ
窪
一
、
七
七
二
番
の

二
地
先
ま
で

十
三
　
一
般
国
道
三

山
梨
県
甲
府
市
下
曽
根
町
字
大
正
一
、
〇
四
八
番
地
先
か
ら
山
梨
県
甲
府

五
八
号

市
中
小
河
原
町
字
外
河
原
一
、
五
八
六
番
の
二
地
先
ま
で

十
四
　
一
般
国
道
三

山
梨
県
甲
府
市
上
曽
根
町
字
石
原
田
三
、
六
六
二
番
の
九
七
地
先
か
ら
山

五
八
号

梨
県
甲
府
市
下
曽
根
町
字
大
正
一
、
〇
四
八
番
地
先
ま
で

十
五
　
県
道
甲
府
中

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
町
字
古
屋
敷
七
三
七
番
の
一
地
先
か
ら
山
梨
県

央
右
左
口
線

甲
府
市
中
小
河
原
町
字
下
河
原
三
九
五
番
の
一
地
先
ま
で

十
六
　
県
道
長
坂
高

山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
大
字
長
坂
上
条
字
牛
池
二
、
三
一
三
番
の
六
二
地

根
線

先
か
ら
山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
大
字
蓑
輪
新
町
字
西
ノ
窪
一
、
七
七
二
番

の
二
地
先
ま
で

十
七
　
県
道
佐
野
川

山
梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
後
山
八
、
一
五
九
番
の
九
地
先
か
ら
山

上
野
原
線

梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
山
下
八
、
七
六
八
番
の
五
地
先
ま
で

十
八
　
市
道
赤
坂
線

山
梨
県
富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
字
鳥
居
下
三
、
八
三
二
番
の
三
か
ら
山

梨
県
富
士
吉
田
市
大
字
上
吉
田
字
下
手
三
、
六
五
五
番
の
三
地
先
ま
で

十
九
　
市
道
大
越
路

山
梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
後
山
八
、
一
五
九
番
の
九
地
先
か
ら
山

石
舟
線

梨
県
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
ワ
ラ
ビ
平
八
、
一
五
四
番
の
二
六
地
先
ま

で

二
十
　
市
道
御
坂
三

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
大
字
金
川
原
字
塚
之
越
九
六
九
番
の
一
地
先
か
ら

号
線

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
大
字
金
川
原
字
八
反
久
保
六
四
四
番
地
先
ま
で

二
十
一
　
県
道
甲
斐

山
梨
県
甲
斐
市
大
字
竜
王
字
新
堰
橋
一
、
三
七
〇
番
の
一
地
先
か
ら
山
梨

芦
安
線

県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
上
高
砂
字
四
番
下
六
三
〇
番
地
先
ま
で

二
十
二
　
県
道
南
ア

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
上
今
諏
訪
字
秋
宮
四
五
〇
番
の
一
地
先
か
ら

ル
プ
ス
甲
斐
線

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
野
牛
島
字
横
堰
下
一
、
四
一
二
番
の
一
地
先

ま
で

二
十
三
　
市
道
八
田

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
下
反
保
一
、
一
八
八
番
地
先
か
ら
山

一
六
二
号
線

梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
下
河
原
一
、
三
七
二
番
地
先
ま
で

二
十
四
　
市
道
八
田

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
和
田
下
一
、
五
九
六
番
二
地
先
か
ら

一
九
三
号
線

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
下
反
保
一
、
二
〇
二
番
地
先
ま
で

二
十
五
　
市
道
八
田

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
天
房
木
一
、
五
八
三
番
地
先
か
ら
山

一
四
六
号
線
　

梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
徳
永
字
和
田
下
一
、
五
八
四
番
四
地
先
ま
で

二
十
六
　
市
道
町
添
　
山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
大
字
大
八
田
字
栗
林
四
、
五
七
〇
番
の
一
地
先
か

〜
上
条
線
　

ら
山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
大
字
長
坂
上
条
字
蟻
塚
一
、
六
一
一
番
の
一
地

先
ま
で

第
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
道
路
に
お
い
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
移
動
を
伴
う
実
証
実
験
を
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
道
路
の
使
用
の
許
可
の
申
請
書
類
等
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
道
路
使
用
許
可
申
請
書
二
通
を
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

施
行
規
則
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
が
定
め
る
道
路
使
用
許
可
申
請
書
に
添
付
す

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

二



る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
署
長
が
提
出
を
要
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
為
の
申
請

ア

当
該
申
請
に
係
る
工
事
又
は
作
業
（
以
下
「
当
該
工
事
等
」
と
い
う
。
）
の
目
的
、
方
法
及

び
形
態
を
具
体
的
に
記
載
し
た
資
料

イ
　
当
該
工
事
等
の
場
所
の
位
置
図
及
び
そ
の
周
辺
の
見
取
図

ウ
　
当
該
工
事
等
の
範
囲
を
明
示
し
た
見
取
図
及
び
道
路
断
面
図

エ
　
当
該
工
事
等
に
係
る
工
程
表

オ
　
当
該
工
事
等
に
係
る
安
全
管
理
組
織
図
及
び
緊
急
連
絡
体
制
表

カ
　
当
該
工
事
等
に
係
る
道
路
交
通
規
制
図
及
び
作
業
帯
図

キ
　
交
通
量
調
査
結
果
を
記
し
た
書
面

ク
　
そ
の
他
署
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
書
面

二
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
行
為
の
申
請

ア

当
該
申
請
に
係
る
工
作
物
等
（
以
下
「
当
該
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
を
し
よ
う
と

す
る
場
所
の
位
置
図

イ
　
当
該
工
作
物
等
の
設
置
状
況
を
示
す
見
取
図
（
平
面
図
、
正
面
図
及
び
側
面
図
）

ウ
　
設
置
し
よ
う
と
す
る
当
該
工
作
物
等
の
設
計
書
及
び
図
面

エ
　
当
該
工
作
物
等
の
設
置
に
伴
う
道
路
交
通
規
制
図
及
び
作
業
帯
図

オ
　
交
通
量
調
査
結
果
を
記
し
た
書
面

カ
　
そ
の
他
署
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
書
面

三
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
行
為
の
申
請

ア

当
該
申
請
に
係
る
露
店
、
屋
台
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
店
（
以
下
「
露
店
等
」
と
い
う
。）

を
出
す
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
見
取
図

イ
　
露
店
等
の
形
態
を
記
載
し
た
図
面

ウ
　
そ
の
他
署
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
書
面

四
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
行
為
の
申
請

ア

当
該
申
請
に
係
る
行
為
の
目
的
、
方
法
及
び
形
態
を
具
体
的
に
記
載
し
た
実
施
要
領
等
の
書

面
イ

当
該
申
請
に
係
る
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
道
路
、
コ
ー
ス
及
び
そ
の
周
辺
の
見
取
図

ウ
　
当
該
申
請
に
係
る
行
為
に
伴
う
交
通
規
制
図

エ

当
該
申
請
に
係
る
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
対
策
を
記
し
た

書
面
及
び
図
面

オ
　
そ
の
他
署
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
書
面

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定

は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
以
下

「
新
細
則
」
と
い
う
。）
第
八
条
の
二
の
表
に
掲
げ
る
道
路
を
通
行
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
の
新
細
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

山
梨
県
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
安
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

情
報
公
開
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
又
は
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の

当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間

附
　
則
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
管
理
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

山
梨
県
公
安
委
員
会
個
人
情
報
管
理
規
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）
が
保
有
す
る
個

人
情
報
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

三



（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は
、
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個

人
情
報
を
い
う
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
行
政
文
書
」
と
は
、
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例

第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。

（
個
人
情
報
管
理
者
等
）

第
三
条
　
公
安
委
員
会
に
、
個
人
情
報
管
理
者
及
び
個
人
情
報
管
理
担
当
者
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
山
梨

県
警
察
本
部
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
個
人
情
報
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一
　
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
類
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ

と
。

３

個
人
情
報
管
理
担
当
者
は
、
個
人
情
報
管
理
者
の
命
を
受
け
、
こ
の
規
則
に
よ
る
保
有
個
人
情
報

の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
事
務
を
行
う
。

（
正
確
性
の
確
保
）

第
四
条
　
公
安
委
員
会
の
庶
務
を
行
う
山
梨
県
警
察
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）
は
、
保
有

個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲

内
で
、
過
去
又
は
現
在
の
事
実
と
合
致
す
る
よ
う
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除

を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
取
扱
い
の
制
限
）

第
五
条
　
個
人
情
報
管
理
者
は
、
職
員
が
そ
の
業
務
の
目
的
以
外
の
目
的
で
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
教
養
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
及
び
そ
れ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
に
応
じ
、
次
の
事
項
を
定
め
て
職
員
に
遵
守
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
権
限
を
有
す
る
者
の
範
囲

二
　
電
気
通
信
を
利
用
し
て
伝
達
す
る
場
合
に
お
け
る
注
意
事
項

三
　
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
所

四
　
保
存
す
べ
き
場
所

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
制
限
に
関
す
る

事
項

（
廃
棄
及
び
削
除
）

第
六
条
　
個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、

焼
却
そ
の
他
漏
え
い
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人

情
報
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
故
発
生
時
の
措
置
）

第
七
条
　
個
人
情
報
管
理
者
は
、
漏
え
い
そ
の
他
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
事
故
の
原
因
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
管
理
者
は
、
事
故
の
再
発
防
止
に
資
す
る
た
め
、
前
項
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
保

有
個
人
情
報
の
管
理
の
方
法
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
八
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
山
梨

県
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

附
　
則
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
秋
　
　
山
　
　
隆
　
　
信

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
百
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
　
議
事
は
、
速
記
法
そ
の
他
議
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
記
録
す
る
。

附
　
則
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
秋
　
　
山
　
　
隆
　
　
信

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
全
部
を

改
正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四



（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
訓
令
は
、
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
そ

の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
梨
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
条
　
山
梨
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
得
、
作
成
、
施
行
、
保
存
及
び
廃
棄
等
に
関

し
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲

第
七
号
）
の
例
に
よ
る
。

（
総
務
課
長
の
職
務
）

第
三
条
　
総
務
課
長
は
、
行
政
文
書
の
管
理
に
係
る
事
務
を
総
括
す
る
。

２

総
務
課
長
は
、
行
政
文
書
の
管
理
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
文
書
管
理
者
に
対
し
必

要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
実
態

を
調
査
し
、
若
し
く
は
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
管
理
に
関
し
改
善
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
文
書
の
記
号
及
び
番
号
）

第
四
条
　
行
政
文
書
の
記
号
は
、
総
務
課
に
あ
っ
て
は
「
議
総
」
と
し
、
議
事
調
査
課
に
あ
っ
て
は

「
議
調
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
、
告
示
、
訓
令
、
達
及
び
指
令
の
記
号
に
あ
っ
て
は
「
山
梨
県

議
会
」
と
す
る
。

２

行
政
文
書
の
番
号
は
、
毎
年
度
四
月
一
日
を
起
番
と
し
た
課
ご
と
の
一
連
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、

規
則
、
告
示
及
び
訓
令
（
甲
）
の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
一
月
一
日
を
起
番
と
し
た
そ
の
種

類
ご
と
の
一
連
番
号
と
す
る
。

（
決
裁
済
印
）

第
五
条
　
電
子
決
裁
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
議
長
が
決
裁
し
た
起
案
文
書
に
は
、
総
務
課
に
お

い
て
決
裁
済
印
（
別
記
様
式
）
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
期
間
の
基
準
）

第
六
条
　
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
基
準
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
実
施
規
定
）

第
七
条
　
こ
の
訓
令
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
課
長
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
六
条
関
係
）

一
　
三
十
年
保
存

イ
　
職
員
の
進
退
、
身
分
及
び
賞
罰
に
関
す
る
文
書
で
特
に
重
要
な
も
の

ロ
　
規
則
、
訓
令
及
び
告
示
の
原
議
書

ハ
　
会
議
録

ニ
　
議
決
書
類

ホ
　
議
員
の
身
分
及
び
賞
罰
に
関
す
る
文
書

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
三
十
年
保
存
を
必
要
と
認
め
る
文
書

二
　
十
年
保
存

イ
　
栄
典
及
び
表
彰
を
行
う
た
め
の
文
書

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
年
保
存
を
必
要
と
認
め
る
文
書

三
　
五
年
保
存

イ
　
予
算
、
決
算
そ
の
他
会
計
に
係
る
書
類

ロ

文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
帳
簿
又
は
行
政
文
書
の
破
棄
若
し
く
は
移
管
の
状
況
が
記

録
さ
れ
た
帳
簿

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
五
年
保
存
を
必
要
と
認
め
る
文
書

四
　
三
年
保
存

イ
　
職
員
の
勤
務
が
記
録
さ
れ
た
も
の

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
三
年
保
存
を
必
要
と
認
め
る
文
書

五
　
一
年
保
存

イ
　
軽
易
な
事
項
に
係
る
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
文
書

ロ
　
所
管
事
項
に
係
る
確
認
を
行
う
た
め
の
文
書

六
　
一
年
未
満

そ
の
他
の
文
書

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

五



山
梨
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
渡
　
　
辺
　
　
和
　
　
廣

山
梨
県
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
労
働
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
行
政
文
書
に
よ
る
事
務
処
理
）

第
四
条
　
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
す
る
事
務
及
び
事
業
に
係
る
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
は
行
政
文
書
を

作
成
し
て
行
う
も
の
と
し
、
並
び
に
そ
の
所
掌
す
る
事
務
及
び
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
行
政
文
書
を

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

意
思
決
定
と
同
時
に
行
政
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
　
事
後
の
行
政
文
書
の

作
成

二
　
処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
　
行
政
文
書
の
作
成
の
省
略

第
七
条
中
「
リ
ー
ダ
ー
の
職
に
あ
る
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
及
び
文
書
管
理
担
当
者
」
を
「
、
文
書
管
理
担
当
者
及
び
リ
ー
ダ
ー
」
に
、
「
（
平
成

十
二
年
山
梨
県
訓
令
第
十
号
）
」
を
「
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
な
い
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

行
政
文
書
の
記
号
は
、「
山
労
委
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
告
示
の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
「
山
梨

県
労
働
委
員
会
告
示
」
と
し
、
訓
令
の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
「
山
梨
県
労
働
委
員
会
訓
令
」
と
す

る
。

３

行
政
文
書
の
番
号
は
、
毎
年
度
四
月
一
日
を
起
番
と
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
告
示
及

び
訓
令
の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
一
月
一
日
を
起
番
と
し
た
種
類
ご
と
の
一
連
番
号
と
す
る
。

第
九
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
枝
番
号
を
」
を
「
番
号

に
枝
番
号
を
付
け
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
」
を
「
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第

七
号
）
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

六

別記様式（第５条関係）



別
表
第
一
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
に
基
づ
く
次
の
事
項

１
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

９

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ

と
。

10

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

11

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

12

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

13

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
に
対
す
る
通
知
に
関
す

る
こ
と
。

14

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
の
請
求
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

15

第
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る

こ
と
。

16

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

17

第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

18

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
諮
問
し
た
旨
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

19

第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
収
用
委
員
会

会
　
長
　
　
古
　
　
井
　
　
明
　
　
男

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
号
中
「
指
名
委
員
」
の
下
に
「
（
以
下
「
指
名
委
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

同
項
第
二
十
四
号
中
「
令
第
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
令
第
六
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
平
成
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
」
を
「
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

行
政
文
書
の
記
号
は
、「
梨
収
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
、
告
示
及
び
訓
令
の
記
号
に
あ
っ
て

は
そ
の
区
分
に
よ
り
「
山
梨
県
収
用
委
員
会
規
則
」
、
「
山
梨
県
収
用
委
員
会
告
示
」
及
び
「
山
梨

県
収
用
委
員
会
訓
令
」
と
す
る
。

３
　
規
則
、
告
示
及
び
訓
令
は
、
県
公
報
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
条
の
次

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
八
条
　
審
理
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
傍
聴
人
」
と
い
う
。）
は
、
氏
名
及
び
住
所
を
申

告
し
、
傍
聴
券
（
別
記
様
式
）
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
所
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
会
長
又
は
指
名
委
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
審

理
を
傍
聴
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
凶
器
の
類
そ
の
他
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
を
携
帯
す
る
者

二
　
酒
気
を
帯
び
て
い
る
者

三
　
プ
ラ
カ
ー
ド
、
の
ぼ
り
、
旗
の
類
を
携
行
す
る
者

四

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
審
理
の
公
正
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
十
条
　
審
理
に
出
席
す
る
起
業
者
、
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
並
び
に
傍
聴
人
は
、
審
理
の
会
場
に

お
い
て
、
写
真
、
映
画
等
を
撮
影
し
、
録
音
若
し
く
は
録
画
又
は
放
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
又
は
指
名
委
員
の
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
則
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

七



別
図
中
「（
第
十
一
条
関

係
）」
を
、
「（
第

十
四
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
│
一
号

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長
　
　
北
　
　
村
　
　
眞
　
　
一

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

第
一
│
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
文
書
管
理
）
」
に
改
め
、
第
十
三
条
中
第
一
項
を
第
四
項
と
し
、
同
項

の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

行
政
文
書
の
取
得
、
作
成
、
施
行
、
保
存
及
び
廃
棄
等
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
例
に
よ
る
。

２
　
行
政
文
書
の
記
号
は
「
山
内
漁
管
委
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
示
及
び
指
令
の
記
号
に
あ
っ
て

は
「
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
」
と
す
る
。

３
　
行
政
文
書
の
番
号
は
、
毎
年
度
四
月
一
日
を
起
番
と
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
示

の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
度
の
月
ご
と
に
起
番
と
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

八

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

（
第
十
一
条
関
係
）

（
第
十
四
条
関
係
）

別
記
様
式
（
第
八
条
関
係
）


